
平
成
二
十
年
四
月
十
一
日
受
領

答

弁

第

二

五

八

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
五
八
号

平
成
二
十
年
四
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
草
の
根
・
人
間
の
安
全
保
障
無
償
資
金
協
力
を
巡
る
債
務
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
対
応
と
国

民
に
対
す
る
説
明
責
任
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
草
の
根
・
人
間
の
安
全
保
障
無
償
資
金
協
力
を
巡
る
債
務
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
対
応

と
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

報
道
機
関
の
記
事
等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
実
関
係
や
報
道
の
も
た
ら
す
影
響
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
外

務
省
と
し
て
適
切
に
対
処
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
外
務
省
に
よ
る
「
調
査
」
が
い
か
な
る
程
度
の
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
久
野

氏
が
「
新
た
な
事
業
を
展
開
し
て
い
る
」
と
の
事
実
も
、
相
手
方
に
返
還
さ
せ
る
べ
き
財
産
が
あ
る
と
の
事
実
も
外
務
省
と

し
て
は
確
認
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
以
上
の
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
、
御
指
摘
の
久
野
氏
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
差
し
控
え
た
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
幼
少
児
国
際
教
育
交
流
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
が
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
実
施

し
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
実
施
主
体
と
し
て
完
了
さ
せ
る
責
任
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
完
了
さ
せ
な
か
っ
た
協

一



会
に
責
任
が
あ
る
。
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
九
六
号
）
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た

と
お
り
、
今
般
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
外
務
省
と
し
て
は
、
本
件
に
関
し
、
外
務
省
の
担
当
部

局
に
お
い
て
不
適
切
な
対
応
を
と
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

債
権
管
理
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
蔵
省
令
第
八
十
六
号
）
第
三
十
条
及
び
歳
入
徴
収
官
事
務
規
程
（
昭
和
二

十
七
年
大
蔵
省
令
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
債
権
が
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
し
て
整
理
し
た
上
で
、

平
成
十
八
年
度
決
算
に
お
い
て
不
納
欠
損
額
に
計
上
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

最
近
の
例
と
し
て
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
平
成
十
五
年
度
案
件
「
バ
ン
ダ
ラ
ウ
ェ
ラ
村
飲
料
水
供
給
計
画
」
、
バ
ン

グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お
け
る
平
成
十
七
年
度
案
件
「
国
際
エ
ン
ゼ
ル
協
会
学
校
増
設
計
画
」
及
び
グ
レ
ナ
ダ
に
お
け
る
平
成
十
七

年
度
案
件
「
グ
レ
ン
ビ
ル
中
等
学
校
改
修
計
画
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
金
供
与
先
の
団
体
に
対
し
て
、
供
与
資
金
の

う
ち
未
使
用
分
の
返
還
を
求
め
、
そ
の
返
還
を
受
け
た
。

二


